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児
童
館
の
移
管

問　

市
内
に
は
岩
瀬
中
央
児
童
館
、

飯
塚
児
童
館
、
上
小
幡
児
童
館
が
あ

る
。
今
回
、
飯
塚
児
童
館
及
び
上
小

幡
児
童
館
が
市
の
管
理
か
ら
離
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
経
過
に
つ

第１回定例会（３月５日〜３月15日）審議された議案と結果
平成31年度予算

一般会計 可決

国民健康保険特別会計 可決

農業集落排水事業特別会計 可決

公共下水道事業特別会計 可決

介護保険特別会計 可決

介護サービス事業特別会計 可決

後期高齢者医療特別会計 可決

水道事業会計 可決

病院事業会計 可決

平成30年度補正予算

一般会計（第７号） 可決

国民健康保険特別会計（第４号） 可決

農業集落排水事業特別会計（第４号） 可決

公共下水道事業特別会計（第３号） 可決

介護保険特別会計（第３号） 可決

水道事業会計（第４号） 可決

病院事業会計（第１号） 可決

条例の制定・改正
県西総合病院組合職員に係る給与の特例に関する
条例 可決

地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例 可決
職員の給与に関する条例等の一部改正 可決
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関
する条例の一部改正 可決

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 可決
手数料徴収条例の一部改正 可決
医療福祉費支給に関する条例の一部改正 可決
児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正 可決
市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の
一部改正 可決

土採取事業規制条例の一部改正 可決
体育施設設置及び管理に関する条例の一部改正 可決

人事・その他
農業委員会委員の任命（18件） 同意
筑西広域市町村圏事務組合規約の変更 可決
財産の無償貸付 可決
平成30年度県西総合病院組合事業決算認定 認定
工事請負契約の締結の議決事項の変更 可決

い
て
伺
う
。

答　

飯
塚
・
上
小
幡
児
童
館
は
、
地

元
が
長
年
、
会
館
と
し
て
使
用
し

て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
使
用
で
き
る

限
り
残
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
し

た
。
飯
塚
児
童
館
は
飯
塚
の
共
有
地

に
、
上
小
幡
児
童
館
は
神
社
庁
の
土

地
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
無
償
で
借

用
し
て
い
ま
す
。
地
元
の
要
望
も
あ

る
の
で
、
譲
渡
、
貸
し
付
け
に
つ
い

て
協
議
を
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
岩

瀬
中
央
児
童
館
は
、
東
区
３
区
の
避

難
所
、
敷
地
は
都
市
公
園
と
な
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
管
理
を
含
め
、

今
後
に
つ
い
て
は
協
議
し
て
い
き
ま

す
。

障
の
ほ
か
、
処
遇
改
善
手
当
が
支
給

さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

土
採
取
事
業
規
制

問　

開
発
許
可
に
係
る
権
限
が
、
茨

城
県
か
ら
市
へ
移
譲
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
既
に
県
が
、
市
内
の
地

域
に
土
採
取
に
つ
い
て
許
可
を
出
し

て
い
る
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
市
が
引

き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
の
か
。

答　

現
在
、
土
採
取
関
係
に
つ
い
て

は
該
当
が
あ
り
ま
せ
ん
。
山
口
、
大

泉
地
区
で
砕
石
等
を
採
取
し
て
い
ま

す
が
、
そ
ち
ら
は
採
石
法
に
よ
る
も

の
で
、
今
後
も
県
で
の
許
可
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
土
砂
採
掘
の
こ

と
に
関
し
て
、
今
後
は
市
内
全
域
に

お
い
て
監
視
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

公
立
認
定
こ
ど
も
園
の
移
管

問　

現
在
、
市
に
は
岩
瀬
・
岩
瀬
東

部
・
や
ま
と
の
３
つ
の
公
立
認
定
こ

ど
も
園
が
あ
る
。
や
ま
と
認
定
こ
ど

も
園
以
外
の
２
つ
の
こ
ど
も
園
は
、

市
の
管
理
か
ら
離
れ
社
会
福
祉
協

議
会
へ
移
管
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
理
由

を
伺
う
。

答　

や
ま
と
認
定
こ
ど
も
園
の
移

管
に
つ
い
て
は
、
検
討
委
員
会
の
中

で
３
園
の
う
ち
１
園
を
残
し
、
公
立

の
役
割
、
例
え
ば
重
度
な
加
配
児
へ

の
対
応
、
真
壁
幼
稚
園
廃
止
に
伴
う

受
け
入
れ
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
ま
し

た
。
市
の
中
心
に
あ
る
や
ま
と
認
定

こ
ど
も
園
を
公
立
と
し
て
残
す
こ
と

で
補
う
こ
と
と
し
ま
す
。

財
産
の
無
償
貸
与

問　

認
定
こ
ど
も
園
の
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
ま
た
民
間

業
者
へ
移
管
す
る
場
合
と
、
半
官
半

民
の
社
会
福
祉
協
議
会
へ
移
管
し
て

無
償
貸
与
す
る
場
合
と
で
は
ど
の
よ

う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
現

在
こ
ど
も
園
で
働
い
て
い
る
保
育
士

の
身
分
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
伺

う
。

答　

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は

指
定
管
理
者
制
度
も
検
討
し
ま
し
た

が
、
民
営
化
と
は
異
な
り
、
施
設
の

維
持
管
理
や
人
件
費
、
施
設
の
建
て

替
え
や
改
修
時
に
国
・
県
の
補
助
対

象
と
な
ら
ず
、
財
政
的
な
デ
メ
リ
ッ

ト
と
な
り
ま
す
。
ま
た
財
産
の
無
償

貸
与
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
民
間
業

者
へ
移
管
す
る
場
合
と
、
社
会
福
祉

協
議
会
へ
移
管
す
る
場
合
に
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

保
育
士
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
正

規
職
員
は
『
桜
川
市
職
員
の
公
営
法

人
等
へ
の
職
員
派
遣
等
に
関
す
る
要

綱
』
に
基
づ
き
、
出
向
と
い
う
形
で

派
遣
さ
れ
、
臨
時
職
員
は
社
会
福
祉

協
議
会
の
臨
時
職
員
と
し
て
現
給
保

一般
議案に　

　対
する

議 案 審 議

　

補
正
予
算
や
条
例
の
改
正
、
人

事
案
件
な
ど
の
審
議
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
中
か
ら
、
主
な
質
疑
を

掲
載
し
ま
す
。

岩瀬認定こども園

飯塚児童館

上小幡児童館

岩瀬東部認定こども園


